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要  旨 

 

原告第３８準備書面 

≪被告 丙ハ１２８号証に反論する≫ 

 

［序 章］ 

  被告国の対応は、東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電

所の事故（以降、「本件事故」という。）の真相を意図的に滅却させようとして

いる。  

真相とは、発電所が地震と津波で壊れることを察していながら、被告東電に

対策をさせなかった監理・監督の任務懈怠を世間に晒して、被告東電に「想定

外」と偽装させたことは、まさに欺罔が行き着いた責任回避である。 

  このために、本準備書面において、原子力安全の責任が集中している規制

主務省庁を代表する原子力安全・保安院が、事故前に報告していた「原子力安

全・保安院 8 年間の施策（原子力安全関係）」で、「事故には至らないシナ

リオが想定されていたこと」を、原告が双葉町災害対策本部長の立場で、

詳しく解説することとする。 

 

したがって、当「原子力安全・保安院 8 年間の施策」（丙ハ第 128 号証）が

いう、被告国が安全規制を正確で速やかに実行させていれば、双葉町の自治権

侵害が起こらず、原告及び双葉町民たちは、本件事故による苦難・苦役に誘導

されることなく、自分の生存権・健康権はもちろん、双葉町から離れざるを得

ない理由が、全く存在しなかったことがよくわかる。 

 

当、第３８準備書面は、被告国及び被告東電がいう指摘事項を、本件事故前に

完成させていれば、本件のようなレベル７かける 4 基＝28 の規模による、多

種・多重な被害による損害を防げたと主張するものである。 
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本 論］ 

第 1 章 規制主務省庁の原子力安全姿勢 

   「原子力安全・保安院 8 年間の施策」で説明したこと（被告国 証拠丙

ハ第１２８号証から） 
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むすびに 

 ここまで、丙ハ第１２８号証を引用して、原告が自身の経験と双葉町長と

しての事実に基づき、批評をしてきたが、「記載されている内容に基

づいた福島第一原子力発電所の安全規制」を原子力安全・

保安院が行っていたら、絶対に被告東電が言う「想定外」

の事故に至ることはなかった。 

   しかし、東日本大震災に伴い、東京電力株式会社福島第一原子力発電所は

事故を起こしてしまった。先の、最高裁判所が判示した、対策工

事をしても事故は防げなかったということは間違いで、現

場の事実を偽証している。 

   なぜなら、丙ハ第１２８号証に記されている内容に基づいた安全監理・規

制を、原子力安全・保安院が実行していれば本件事故は、未然に防ぐことが

できたのは明白である。 

   本件事故が起きた原因は、発電所の監理を集
中していた原子力安全・保安院の怠慢と、管
理能力の欠如を主因とする「人災」である。 

丙ハ第１２８号証は、原子力安全・保安院の正体を見るのには役に立つも

のである。しかも、反省と対策が明記されており、原子力発電所の安全は、

原子力安全・保安院に監督責任が、唯一、集中していることも明らかにされ

ている。 

本件事故後に原子力安全・保安院は姿・形を消したが、事故時には存在し

ていたのだから、事故防止の責任から逃れることはできない事由が、丙ハ 128

号証に明記されているので、事故を招いた無期限の責任を原告、国

民に果たさなければならない。  

おわり 

 

 


